
 

 

最低限事業主からの確認が

必要とされています。 

 事業主が休業証明を拒ん

だ場合、労働者は、事業主

の協力が得られない旨をそ

の背景事情とともに記載し

て申告することとなり、事

業主は労働局から報告を求

められます 。 

 なお、故意に偽りの証明

を行い支援金を受けること

は不正受給にあたり、支給

決定取消しだけでなく、全

額返還、また不正受給の日

の翌日から納付の日までの

年３％の延滞金および返還

額の２倍相当額の納付が命

じられ、事業主名等の公表

もされます。 

●休業中の賃金額が確認で

きる書類について 

 賃金台帳、給与明細、賃

金の振込通帳の３種類によ

り賃金額を確認できない場

合は支給できないとされて

います（新卒者で１日も勤

務していない場合等は、雇

用契約書 ・労働条件通知書

等を添付）。これらの書類提

供に関しても、事業主の協

力が必要です。 

 
新型コロナ感染症による

社会保険の標準報酬月額

の特例改定 
◆標準報酬月額の特例改定 

今般の新型コロナウイル

ス感染症の影響により休業

した方で、休業により報酬が

著しく下がった方について、

一定の条件に該当する場合

は、事業主からの届出によ

り、健康保険・厚生年金保険

料の標準報酬月額を、通常の

随時改定（４か月目に改定）

によらず、特例により翌月か

ら改定可能となりました。 

◆対象となる方 

以下の３つの要件すべて

に該当している方が対象と

なります。 

① 事業主が新型コロナウ

イルス感染症の影響によ

り休業（時間単位を含む）

させたことにより、急減月

（令和２年４月から７月

までの間の 1 か月であっ

て、休業により報酬が著し

く低下した月として事業

主が届け出た月）が生じた

方 

② 急減月に支払われた報

酬の総額（１か月分）に該

当する標準報酬月額が、既

に設定されている標準報

酬月額に比べて、２等級以

上下がった方 

※固定的賃金（基本給、日

給等単価等）の変動がない場

合も対象となります。 

③ 特例による改定を行う

ことについて、本人が書面に

より同意している方 

※被保険者本人の十分な理

解に基づく事前の同意が

必要です（改定後の標準

報酬月額に基づき、傷病

手当金、出産手当金およ

び年金の額が算出される

ことへの同意を含む）。 

※本特例措置は、同一の被保

険者について複数回申請を行

うことはできません。 

◆対象となる保険料 

令和２年４月から７月まで

の間に休業により報酬等が急

減した場合に、その翌月の令

和２年５月から８月分保険料

が対象となります。 

※令和３年１月末日までに届

出があったものが対象とな

ります。それまでの間は遡

及して申請が可能ですが、

給与事務の複雑化や年末調

整等への影響を最小限とす

るため、改定をしようとす

る場合はできるだけ早めの

手続きが求められます。 

◆注意事項 

・通常の月額変更届・算定基

礎届と提出先が異なります。 

⇒管轄の年金事務所に郵

送、もしくは窓口へ提出しま

す。 

・通常の月額変更届・算定基

礎届と様式が異なります。 

⇒届書および申立書は、日

本年金機構ホームページから

ダウンロードできます。 

 

 

円 

給付額は法人が最大 600

万円、個人事業者が同 300 万

円です。ホームページに給付

対象や給付額の計算の仕方

についての詳細が掲載され

ていますので、受給できる可

能性があると思われる事業

主の方は確認してください。

申請期間は７月 14 日から

2021年 1月 15日までの予定

です。 

◆申請はインターネットで 

経産省では、家賃支援給付

金ホームページからの WEB

上での手続きを推奨してい

ますが、受付開始後、補助員

が入力サポートを行う「申請

サポート会場」も順次開設さ

れる予定です。申請について

の相談は、下記のコールセン

ターで受けられます。 

 
新型コロナウイルス感染

症対応休業支援金の受付

が始まりました 

◆個人向け新型コロナ対応

休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用で

きない企業の労働者を対象

に、休業実績に応じて賃金

の８割が支給（上限月額 33

万円）されます。 

雇用されていれば、雇用

保険被保険者でなくても、

学生アルバイトや外国人労

働者、技能実習生は対象と

なります。登録型派遣、日

雇派遣労働者も、要件を満

たせば対象となりますが、

海外勤務者や日雇労働者、

地方公共団体の非常勤公務

員は対象となりません。 

◆申請方法等 

 申請は、労働者本人また

は事業主のどちらか一方が

行えばよく、事業主申請の

場合も申請者本人の口座に

振り込まれます。 

 申請には、支給申請書と

支給要件確認書（事業主提

出の場合は続紙も）、本人確

認書類、振込先口座のキャ

ッシュカードや通帳のコピ

ー、休業前および休業中の

賃金額が確認できる書類の

コピーが必要です。 

●本人申請の場合も事業主

は要件確認書に記入 

 支給要件確認書には、事

業主による休業証明のため

の記入欄（以下、「事業主

欄」という）があり、厚生

労働省の Q&A では、労働

者の雇用、賃金支払いの事

実や休業の事実について、

「家賃支援給付金」の申請

要領が公表されました 

 経済産業省が７月７日、

「家賃支援給付金」の申請要

領を公表しました。この給付

金は、 ５月の緊急事態宣言

の延長等により、売上の減少

に直面する事業者の事業継

続を下支えするため、地代・

家賃（賃料）の負担を軽減す

る目的で、賃借人である事業

主に対して支給されるもの

です。 

◆支給対象は資本金 10 億円

未満の法人と個人事業者 

支給対象は、資本金 10 億

円未満の中堅企業、中小企

業、個人事業者等で、医療法

人、農業法人、NPO 法人、社

会福祉法人など、会社以外の

法人も幅広く対象とされて

います。 

給付額は、申請日の直前 1 か

月以内に支払った賃料をも

とに算定されます。対象とな

るのは、５月～12 月の売上高

が１カ月で前年同月比 50％

以上減少し、または３カ月連

続で同 30％以上減少し、自ら

の事業のために占有する土

地・建物の賃料を支払ってい

る場合です。 

◆給付額は法人が最大 600

万円、個人事業者が同 300 万
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